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小学校

中学校

　　ノート展
　　小学校では、学期に２
回ノート展を開いていま
す。
　授業の板書をとるだけ
ではなく、授業の流れに
沿った内容になっている
か、自分の考えを書けてい
るか、課題（授業の中で児
童につけたい力）に合った
まとめや振り返りができ
ているかなど、子どもたち
が自ら考え、取り組んでい
けるノートづくりを目指
しています。
　友達のノートを見て参
考にしたり、ノートに校長
先生の評価も入り、児童の
励みになっています。

1

　　非行・喫煙・薬物乱用防止教室
　　７月４日（月）１年生「非行防止教室」、５日（火）２年
生「喫煙防止教室」、６日（水）３年生「薬物乱用防止教
室」を、安芸警察署、安芸福祉保健所、東部薬物乱用防止
推進協議会のご協力により行いました。これらの各防
止教室は３年間積み上げるように毎年行っているもの
です。問題の深さや、危険性について、時間をかけて正
しく知るための貴重な時間となっています。

2

1

2

校学
通信
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　７月１日（金）午後７時から、北川中学校体
育館で中学生以上を対象としたバドミントン
大会が開催されました。
　初心者をはじめ２０人を超える参加者が集
まり、ダブルスで試合に臨み、好プレー・珍
プレーが続出するなか、楽しいひとときを過
ごしました。
　主催のバドミントン部では、毎週金曜日の
夜に練習を行っており、部員を募集していま
す。興味のある方はぜひ教育委員会事務局
（☎３２－１２２３）までご連絡をよろしくお願
いします。

村内バドミントン大会開催村内バドミントン大会開催

　６月１７日（金）に北川
村総合保健福祉セン
ターで「ゆずキララ食
堂」を開きました。

　この食堂は地域食育推進事業
食育イベントの一環として北川村
食生活改善推進協議会のメンバー
の方々が行いました。今回も５０人
以上の地域の方々が食堂に来ら
れ、食改さんの心のこもった料理
を食べながら楽しいひとときを過
ごされていました。
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　平成２３年７月の台風６号により平鍋地区の大谷川において発生した、大規模な崩壊および土石流に対し、
「四国山地砂防事務所」「安芸森林管理署」および「安芸林業事務所」にて対策工事を実施しています。
　現在の事業の進捗については、下の写真のとおりです。
　事業の完成に向けて鋭意施工中ですが、現在施工中の施設においても、土砂を貯めることができます。
　なお、豪雨の際にはまだまだ危険であり、雨の時はご注意ください。

建設課から　平鍋地区　大谷川における渓流整備のお知らせ

施工中の砂防堰堤 施工済みの谷止工

凡　例

治山施設配置範囲
（斜面崩壊を防ぎます）
平成３３年度完成予定
　　完成：　８基
　　計画：１３基

砂防施設配置範囲
（土石流を止めます）
平成３０年度完成予定
　部分完成：１基
　施工中　：２基

国道より堰堤を望む

ここに土砂を貯める
ことができます

ここに土砂を貯
　めることができます

（部分完成）

大
谷
川

国道４９３
平鍋地区

奈半利川

完　　成

部分完成

施　工　中

計　　画
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ナ オ ミ ・ ロ ン グ国 　 際
交 流 員

　ついに８月になりました。ご存じの方もいらっしゃると思いますが、私は８月

から高知県庁で勤務することになりました。多くの皆さんは、私がつい最近北

川村に来た気がしているかもしれません！ 北川村であっという間の一年間でし

たが、この一年を振り返ってみると、ゆず祭り、料理教室、焼き物、モネの

庭での演奏、いごっそラーメン、慎太郎マラソン、英会話、ＧＥＮＫＩミュー

ジカルなどさまざまな経験ができました！ また、中芸でたくさん素敵な人に会

えて、心に残る一年間でした。

　配属先が北川村と分かった時、４年間首都に住んでいた私は田舎の生活に慣れる

かどうか不安がありました。北川村に着いても、ロンドンや東京の友達が遠く、初

めて１人暮らしを体験して、たまに寂しかったです。しかし、村のイベントや学校の活

動を通し、北川村の人々 に会いながら村の温かさを感じました。今はスーパーに行く

たびに必ず生徒や知り合いを見かけます！ また、村民会館から学校へ歩いていった

らいろいろな人が挨拶してくれ、短期間でも村の家族になったと思います。

　国際交流員として北川村での仕事は主に文化交流でした。英会話教室、料理教室や異

文化交流のイベントなどを開催したり、学校で教えたり、北川村ゆず王国（株）と一緒に

北川を代表したり、さまざまな交流の活動に参加させていただきました。北川村に来る

前に英語を教える経験が少なかったですが、先生たちのおかげで、だんだん慣れました。

子どもたちの英語能力が進むことや授業を楽しんでいるところを見られて幸せでした。子ど

もたちの異文化交流に貢献し、皆さんにイギリスの文化を少しでも紹介できて嬉しいです。

もちろん交流は、決して一方的な努力ではありません。皆さんが北川村の魅力を何回も教

えてくださいました。特に英会話、学校や教育委員会の皆さんに感謝でいっぱいです。

　次の一歩は高知市です。高知県で体験したい習慣、行きたいところなどはまだたく

さんありますが、今年は特によさこいに参加し、高知の西の方をさらに訪れたいと思っ

ています。次の仕事で、まずＧＥＮＫＩ土佐弁ミュージカルを通し留学の機会を作り

たいと思い、また、イギリスと高知の懸け橋になりたいです。最近イギリスはいろい

ろなことでニュースになってしまいましたが、今まで異文化を受け入れ、寛容な社会を

大事にするイギリスに誇りを持ち、そういうようなイギリスを高知で代表したいです。

　この一年間は大変お世話になり、どうもあ

りがとうございました。次の仕事は忙しいかも

しれませんが、できるだけ北川村やモネの庭

のイベントのために戻りたいと考えていますの

で、皆さんにまたお会いできればと思います。

これからもよろしくお願いいたします。

お世 話 になりました！ 　  お世 話 になりました！ 　  お世 話 になりました！ 　  
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中岡慎太郎先生顕彰会だより
特定非営利活動法人　中岡慎太郎先生顕彰会　☎３８－２４１３

１．事務員紹介 ２．法人登記完了
　６月より顕彰会の事務
を務めさせていただいて
おります、公文と申しま
す。
　まだまだ勉強不足です
が、より多くの方々に北
川村、中岡慎太郎先生の
魅力をお伝えできるよう
努めてまいります。よろ
しくお願いいたします。

　この度、『中岡慎太郎先生顕彰会』は６月１０日に法人登記を
完了させ、『特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）中岡慎太郎先生
顕彰会』となりました。
　６月１６日の議会にて、指定管理の受託が決定し、周辺整
備をはじめ、生家の管理、イベント業務など、中岡慎太郎先
生を少しでも多くの方に知っていただけるよう、また北川村
に、より多くの観光客の方に足を運んでいただけるよう、北
川村の活性化に努めてまいりたいと思っております。
　今後とも、『ＮＰＯ法人　中岡慎太郎先生顕彰会』をよろし
くお願い申し上げます。

４．周 辺 整 備
　日程につきましては、顕彰会事務所へお問い
合わせください。

５．顕彰会会員募集
　北川村の宝☆中岡慎太郎先生の魅力を一緒に
学び、次世代へ伝えていきませんか？？
　皆さまのご賛同、心よりお待ちしております。
　会費：正会員２，０００円・賛助会員１，０００円

３．総　　　会
　７月９日（土）に、平成２８年度定期総会を無事終えることが
できました。会員さまからは週末しか開いていなかった事務
所が毎日開いているのを見て賑わいを感じ、嬉しい気持ちに
なるというお声をいただきました。いろいろな商品開発やイ
ベントを企画し、会員さまをはじめ、村民の皆さまにも喜ん
でいただけるよう努めてまいりますので、ご指導、ご鞭撻の
ほど、よろしくお願いいたします。

夏季の節電・省エネルギー対策について
～６月から９月は夏季の省エネキャンペーン～

【資源エネルギー庁推計】

エアコン
58%

冷蔵庫
17%

テレビ　5%

照明　6%

パソコン　0.4%

温水便座　0.6%
待機電力　3%

その他
10%

夏季夏季のの節電・省エネルギー対策節電 省エネルギ 対策についてについて
～６月から９月は夏季の省エネキャンペーン～

　６月から９月までの期間はエネルギー消費が増加する季節です。
　冷房中の室温を適切に調整するなどの省エネルギー対策を実践しましょう。

～特に心がけていただきたい夏季の取り組み～
夏の昼間（14時ごろ）の電気機器の使用例

電気機器の使用例（在宅世帯）
・室温28℃を心がける。
・エアコン使用時に “すだれ” や “よしず” などで窓
からの日差しを和らげる。

・無理のない範囲でエアコンを消し、扇風機を使用
する。

　※熱中症にご注意ください。適切な室温管理や水分補
給に注意し、無理のない範囲でご協力ください。

・設定温度を「強」から「中」に変え、扉を開ける時間
をできるだけ減らし、食品を詰め込み過ぎないよ
うにする。

・日中は不要な照明を消す。
・照明器具を購入するときは、省エネ型の電球形蛍
光ランプやLED電球などを選択する。

・テレビを省エネモードに設定し、画面の輝度を下
げ、不要な時は消す。

・リモコンの電源でなく、本体の主電源を切る。長
時間使わない機器はコンセントからプラグを抜く。

空　調

冷蔵庫

照　明

電力消
費機器

環境キャラクター
「エコくん。」

エアコンの
節電が

重要です！
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夏休み体験教室inモネの庭 8月の予定夏休み体験教室inモネの庭 8月の予定

「川上裕の睡蓮ガイド」開催します「川上裕の睡蓮ガイド」開催します

　5月の火災時より、カフェと手づくり工房が休業し
ており、皆さまには大変ご迷惑とご心配をおかけし
ております。皆さまからのご要望を多くいただき、レ
ストラン棟が再開するまでの間のカフェスペースと
して先月7月6日にプチカフェ「モネの家」をオープン
いたしました。場所はフローラルホールの半分を利
用しています。ご提供できるメニューはドリンク、ソ
フトクリーム、アイスクリーム、ケーキ、パンを使った
軽食などです。
　今後メニューは増やしていく予定です。
　ご来園の際はぜひご利用ください。

★FBで日々 の庭
　情報発信中。
　ぜひご覧ください♪

【お問い合わせ・ご予約】
北川村「モネの庭」マルモッタン
〒７８１－６４４１
高知県安芸郡北川村野友甲１１００番地
緯0887－32－1233　姉０８８７－３２－１２４３
http://www.kjmonet.jp/
定休日：毎週火曜日

プチカフェ「モネの家」
　　　　オープンしました
プチカフェ「モネの家」
　　　　オープンしました

テイクアウトもできます♪

　庭園管理責任者川上と歩く水の庭。睡蓮の詳しい話
が聞けること間違いなし♪ぜひご参加ください。
開催日：2016年8月14日（日）　9：00～10：00
参加料：500円＋入園料

各教室とも開催時間　10:00～15:00
随時受付。参加費が必要です。詳しくはHPにて♪

8月 6日（土） 押し花万華鏡づくり
8月7日（日） ステンドグラスの小物づくり
8月１３日（土）・１４日（日） アロマスプレー・石けんづくり
8月２０日（土） 押し花万華鏡づくり
8月２１日（日） シーグラスで小物づくり
 トンボ玉づくり
8月２７日（土） 押し花万華鏡づくり
8月２８日（日） アロマスプレー・石けんづくり
 トンボ玉づくり

年・金・だ・よ・り

　ねんきん定期便などにより自身の年金記録を確認いただき、少しでも心配がございましたら、「ねんきん定期便・
ねんきんネット専用ダイヤル」へお電話いただくか、思い当たる状況をメモしていただき、お近くの年金事務所にご相
談ください。

あなたの年金記録の確認はお済みですか？

お早めにご相談ください！（四国厚生支局からのお願い）

お近くの年金事務所または
「ねんきん定期便・ねんきんネット専用ダイヤル」
☎ ０５７０－０５８－５５５
※☎ ０３－６７００－１１４４（お客さまの電話番号が０５０で始まる場合）

　年金記録が間違っていると思われる方は、厚生労働省四国厚生支局に年金記録の訂正を請求することがで
きます（提出窓口はお近くの年金事務所です）。四国厚生支局では、さまざまな調査を行い、中国四国地方年
金記録訂正審議会（公平公正な判断を行うために設置された専門家による会議）の審議結果に基づき訂正（不
訂正）の決定を行っています。
　古い期間の記録の調査においては、会社が倒産している、会社に給与台帳が残っていない、所得証明がと
れないなど、証拠となる資料の収集が困難となり、記録訂正に結びつかない場合もあります。
　ご自身の年金記録に少しでも心配がございましたら、お早めに年金事務所にご相談ください。

お問い合わせ先お問い合わせ先お問い合わせ先
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　６月29日（水）田野町ふれあいセンターにおきまして、中芸５町村合同の交流大会を開催いたしました。
　午前の部は年齢表彰、8020表彰と講演を行いました。表彰では、北川村の方は

22人のうち参加された７人を住民課土居課長からご紹介
いただきました。
　講演では、講師に「土佐の国笑いと癒やしの研究所」代
表及川勝栄先生をお招きし『楽しく笑って～認知症を予防
しましょう～』と題したご講演をいただきました。参加者
が一緒になって行える講演内容で題名通り会場が笑いの
渦に包まれ笑いの絶えない楽しい時間となりました。

　
　午後の部は安芸警察署のご協力のもと、詐欺防止啓発劇を行いました。詐欺師役
を警察署の方が、被害者役を参加者の住民の方が担当し、その見事な演技に場の雰
囲気も和み、楽しみながら学ぶことができました。
　
　交流大会実行委員や参加者の皆さまをはじめ、いきいき100歳体操に関わる多
くの方々の多大なるご協力のもと、無事交流大会が終了いたしましたことに感謝申
し上げるとともに、また来年皆さまと再会できることを楽しみにしております。

＊8020表彰とは…80歳以上の方でご自分の歯が20本以上ある方を表彰しています。

＊お問い合わせ先＊　　中芸広域連合　介護サービス課　　☎ 32－1165
　　　　　　　　　　　地域包括支援センター　　　　　　☎ 32－1244

第８回中芸広域
いきいき百歳体操交流大会開催

中芸広域連合　介護サービス課／地域包括支援センターより

今回の大会テーマ
「笑う門には福来たる！！」

また来年もお会いしましょう！

兄貴！今日もダマしますぜぃ

詐欺かしら。
こまったぁ～こまったぁ～0歳以上の方でご自分の歯が20本以上あ 表彰しています。ある方を表
詐欺かしら。
こまったぁ～こまったぁ～こ

ょう！

今回の大
笑う門には福 ！」

会テーマ
福来たる！

来年もお会いしましょ

！」「笑「笑

＊お問い合わせ先＊ 中芸広
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人と農地の問題解決に向け、【農地中間管理機構】を活用しましょう人と農地の問題解決に向け、【農地中間管理機構】を活用しましょう人と農地の問題解決に向け、【農地中間管理機構】を活用しましょう

公益財団法人　高知県農業公社

【農地中間管理事業とは？】
農用地などを貸したい方（出し手）から、農業経
営の効率化や規模拡大を図る担い手（受け手）へ
農用地等の集約・集積を進める事業です。

【農地中間管理機構とは？】
農地中間管理事業を適正に行う法人で、高知県
では高知県農業公社が県から指定を受けました。

【貸付希望者】
（出し手）

・農地を手放す方
・規模縮小する方
・耕作しない農地を所有
する方など

【出し手のメリット】
①公的な機関（機構）が間に入るの
で、安心して農地を貸せます。
②経営転換などで、（※1）機構集
積協力金が交付されます。
③関連事業の活用で簡易な基盤整
備も可能です（要件あり）。

１ 機構集積協力金とは

【経営転換協力金】
離農・経営転換者・農地の相続者等への協力金
　　　（2．5万円/10ａ）以内

【耕作者集積協力金】
農地の連担化が図られる場合に交付
　　　（1．0万円/10ａ）以内

【地域集積協力金】
貸付割合に応じて地域に交付
　　２割～５割　（1．5万円/10ａ）以内
　　５割～８割　（2．1万円/10ａ）以内
　　８割～　　　（2．7万円/10ａ）以内
☆平成28年度から配分方法が変更されました。
　「担い手への新規集積面積」を基に配分額が決定
　※非担い手から担い手に貸し付けられた面積
　　各協力金の単価は上限額で表示

２ 機構が行う借受希望者（受け手予定者）の募集について

１．募 集 期 間＝年間５～６回程度、隔月で30日間募集

２．募 集 方 法＝高知県農業公社ホームページにて申し
込み用紙をダウンロードまたは募集す
る市町村でも配布

　　　　　　　　（申し込みは県農業公社か市町村へ）

３．募 集 地 域＝農業振興地域内の農用地（公募市町村）

４．募集対象者＝原則として下記に該当する者
　　①認定農業者
　　②「人・農地プラン」に掲載の地域の中心経営体
　　③認定就農者
　　④集落営農組織（法人）
　　⑤地域の担い手農業者
　　⑥新規参入者　など
　　　☆借受希望者（受け手予定者）の公表は
　　　　高知県農業公社ホームページ上で行います。

【担い手】
（受け手）

・認定農業者
・人農地プランの中心経
営体

・集落営農組織など

【受け手のメリット】
①公的な機関（機構）が間に入るの
で、安心して借りられます。

②集約した農地を利用できます。
③出し手との合意などがあれば、
整備後の農地を借り受けできま
す（要件あり）。

【農地中間管理機構】
 （高知県農業公社）

①農地を借り受け（農地中間管
理権）

②人・農地プランなどによる利
用調整を市町村や出し手・受
け手予定者などと協議

③募集した担い手が効率的に利
用できるように集積して貸し
付け

④担い手に貸し付けるまでの
間、適正に管理

出し手 受け手
高知県農業公社

借り受け
※２ 応募

貸し付け

機構に自作
地を１０年
以上貸し付
けて、受け
手に転貸さ
れること

同一の人・
農地プラン
のエリアに
含まれてい
ること

高知県農業公社（または最寄りの市町村・農業委員会）
〒780－0850　高知市丸ノ内1丁目７番52号　高知県庁西庁舎３階
　　　　　　　　 公益財団法人　高知県農業公社　☎ 088－823－8618
　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　姉 088－824－8593

お問い合わせ先

高知県農業公社 検索

2016年４月

券
献
献
献
犬
献
献
献
鹸

券
献

献
犬
献
献
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　建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき建設現場労働者の福祉の増進と建設
業を営む中小企業の振興を目的として設立された退職金制度です。
　この制度は、国の制度なので安全、確実、申し込み手続きは簡単です。事業主の方々が、
労働者の働いた日数に応じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼り、その労働者が建
設業界で働くことをやめたときに、建退共から退職金を支払うという、いわば業界全
体での退職金制度です。

建退共から事業主の皆さんへのお願い
•共済証紙は、労働者の就労日数に応じて適正に貼付して
ください。

•「建設業退職金共済手帳」を所持している労働者が、建
設業界を引退するときは、忘れずに退職金を請求するよ
う指導してください。

　建退共のホームページに、制度説明用動画、Ｑ＆Ａ
など建退共制度の知りたい情報が記載されています。
ぜひ、アクセスしてご覧ください ! !

※詳細については、最寄りの建退共高知県支部へお問
い合わせください。　☎088－822－6181

加入できる事業主：
　建設業を営む方
対象となる労働者：
　建設業の現場で働く人
掛金：日額３１０円

建退共 検 索

平成２８年４月１日から建退共の制度が一部変更になりました
Ⅰ　退職金の予定運用利回りが２．７％から３．０％に変更されました
Ⅱ　退職金の不支給期間が掛金納付月数１２月未満に緩和されました
　　（遺族請求は従前どおり１２月未満で変更ありません）
Ⅲ　被共済者による移動通算の申出期間が３年以内にまで延長されました
Ⅳ　移動通算できる退職金額の上限が撤廃されました

知っていますか？建退共制度
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～中芸広域連合保健福祉課の取り組み～ ８月

　中芸広域連合保健福祉課では、障がい保健福祉の取り組みの一環として「地域づくりサポーター養成講座」を行っています。
この講座では、障がいの有無にかかわらず、誰もが住みなれた地域で安心して生活できるために、日常生活のなかで支えあいを
実践できるひとづくり・地域づくりを目指しています。
　具体的には、「働く」をテーマに地域の皆さんと一緒にさまざな体験を重ねています！！

◇　◇　◇　平成２７年度に北川村で行った就労体験の様子を紹介します　◇　◇　◇

松本さんのゆず畑　ゆず収穫体験

株式会社土佐北川農園　ゆず収穫体験

田所さんの畑　たまねぎづくり

選別作業も体験！

いろんな経験が大切です！

種まき・苗植え・収穫は、近所の上手な方に教えてもらいました。

丁寧な指導で
やりやすかった！

きたがわマルシェで販売したり、給食
センターへ卸すことができました。

みんな一人ひとり違う。
「これならできる！」という
強みを見つけることが大事。

～　体験を通してみえてきたこと　～
　体験に参加することで、規則正しい生活リズムや体力づくりにつながりました。そして、経験したことは自信
を持って取り組め、次の意欲へとつながっています。この体験は、互いを知る・知ってもらう貴重な機会となり、
そして、支援する・されるではない、新たな関係性（お互いさまの関係）が生まれています。
　体験場所を提供してくださった方、体験にご協力してくださった方、本当にありがとうございます。
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みどり保育所
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小松　大介さん・志津香さん（加茂）の長男
あら  た

新汰くん（平成27年7月11日生）
お父さん、お母さんから一言
「のびのびと元気に育って、優しくてあったかい人に
なってください」

1歳になりました1歳になりました1歳になりました1歳になりました
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